
 

 
 

 

 

 

神奈川県では、道路法第32条第１項に基づく道路占用許可に伴う工事の施工方法等について、

神奈川県道路占用規則第８条第１項の規定により、神奈川県道路占用工事共通仕様書として定

めています。 

このたび、施工方法等の見直しが必要となった事項について必要な改正を行うため、「神奈

川県道路占用工事共通仕様書の一部改正（案）」を作成いたしました。 

つきましては、「神奈川県道路占用工事共通仕様書の一部改正（案）」に関する県民の皆様

からのご意見を募集いたします。 

 

１ 意見募集期間 

令和８年１月28日（水曜日）から令和８年２月27日（金曜日） 

 

２ 意見提出方法 

「神奈川県道路占用工事共通仕様書の一部改正（案）」に対する意見である旨を記載のう

え、いずれかにより提出してください。 

(1) フォームメール 

※ フォームメールとは、ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただくこ

とができる仕組みです。 

 

(2) 郵送 〒231-8588（住所の記載は不要です。） 

神奈川県 県土整備局 道路部 道路管理課 路政グループ 宛 

（意見募集期間最終日までの消印があるものを有効とします。） 

手話を撮影・録画したＤＶＤにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。 

 

(3) ファクシミリ ０４５－２１０－８８８６ 

 

３ 今後の予定 

(1) 意見募集結果の公表時期   令和８年４月 

(2) 改正共通仕様書の公布    令和８年４月 

(3) 改正共通仕様書の施行    令和８年10月  

「神奈川県道路占用工事共通仕様書の一部改正（案）」 

へのご意見を募集します！ 

県土整備局 道路部 道路管理課 



４ 改正（案）の概要 

(1) 掘削（第29条） 

・ 押込工法により敷設した管を撤去せずに残置する場合の規定を追加 

 

(2) 覆工（第40条及び第42条） 

・ 覆工板及び受枠の表面のすべり止め対策に係る規定を追加 

・ 予備覆工板の確保に係る規定を修正 

 

(3) 円形工法（第48条の２） 

・ マンホールの補修等において円形工法による復旧方法を用いる場合の規定を追加 

 

(4) 仮復旧（第49条） 

・ 仮復旧を経ずに本復旧できる場合の規定を追加 

・ 仮復旧の構造を細分化するよう規定を修正 

・ 路盤先行工法の条件を緩和するよう規定を修正 

 

(5) 本復旧（第50条） 

・ 視覚障害者誘導用ブロックの復旧に係る規定を追加 

 

(6) 道路補修責任期間（第52条） 

・ 道路補修責任期間の起算日を明確化するよう規定を修正 

 

(7) 本復旧の範囲（第54条及び第56条） 

・ 復旧範囲の算定方法を明確化するよう規定を修正 

・ 道路への影響が軽微な工事における復旧範囲の規定を追加 

 

(8) 歩道の本復旧（第60条） 

・ 平板ブロック等の舗装構成を追加するよう規定を修正 

・ 道路への影響が軽微な工事における復旧範囲の規定を追加 

 

(9) その他（文言整理等） 

 

 

 

問合せ先 

神奈川県 県土整備局 道路部 道路管理課 路政グループ 

電 話：０４５－２１０－６３５５ 


